
介護予防・日常生活支援総合事業に係る制度説明会 
 

日時：平成30年３月16日(金)  

10：00～11：30  

会場：北上市役所５階会議室 

 

  (1) きたかみいきいきプランについて 

  (2) 介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況、方針について 

  (3) 介護予防・日常生活支援総合事業の各事業内容について 

    ・制度改正等の動向 

    ・現行相当サービス 

    ・運動器機能向上通所サービス 

    ・支え合い訪問介護、通所介護サービス 

    ・一般介護予防事業、地域ケア会議について 

  (4) 質疑(30分) 

 

1 



 

 １ きたかみいきいきプランについて 

   

  ・計画の期間、方針 

  ・介護保険料額の変更 

  ・介護保険サービスの新規整備予定 
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出典：きたかみいきいきプラン(第８ 次北上市高齢者福祉計画・第７ 期北上市介護保険事業計画)より 

きたかみいきいきプラン 
 第８ 次北上市高齢者福祉計画 

 第７ 期北上市介護保険事業計画 
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※1980年から2010年までは国勢調査結果、2015年から2040年までは、社会保障・人口問題 
 研究所の推計。北上市の高齢者数のピークは2040年以降と遅く推移の見通し。 
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北上市の年齢階層別人口の伸び率 
（2010年を100とした場合） 
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北上市の要介護・要支援認定の状況 
(推移と推計) 
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北上市の地域包括ケアビジョン 
(目指す将来像) 

 

介護や医療が必要になっても、 

世代を超えた地域のつながりの中で安心して暮らすことができ、 

いくつになっても自らの意志で自分らしく生きることができる、 

長寿を喜びあえるまち 

 高齢者やその家族を中心として、介護・医療等の専門機関や、地域住民の多様な
主体による地域活動、民間事業者、行政が個々の得意分野を活かしながら役割を分
担し、相互が連携し、互いに助けあい、支えあうことで、高齢者の安心した暮らし
を支えていきます。 
 また、「人生100年時代」に備え、老後の不安を長寿の喜びに変えられる社会へ
転換するためのしくみづくり進めます。市民一人ひとりが心身ともに健康で、年を
重ねても、人生の最期まで自分らしく暮らしていくことができる、人も地域も持続
可能な社会を築いていきます。 
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介護が必要に 

なったら… 

 

認知症について 

不安になったら… 

 
見守りや暮らしの 

支援が必要に 

なったら… 

 

医療が必要に
なったら… 

生活機能を維
持・改善する 
ために… 

  

 

自分が望む場所 

自分らしく生きる 

自分 
家族・地域 

社会 
豊かに歳を重ねていく 

将来 

様々な制約 

少子化 

高齢化 
働き手 
不足 

現在 
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地域包括ケアの構成要素 
 



◆ 元気にひとりで何でもできる時 

◆ 65歳以上になったら ◆ 体と心に変化を感じたら 

◆ 日常生活に手助けが必要になったら 

地域との交流機会の 
創出 

自らの健康づくり 
高齢になった時の準備 

地域での支え合い活動 
健康維持のため活動 

定期的な健康チェック 
専門職への相談 

介護サービスの利用 
在宅での生活支援 

健康維持の推進 

健康づくりの実施 

地域活動の推進 

施設・居住系サービス 

居宅系サービス 

認知症対策の充実 生活機能チェックリストの
実施 

介護予防・日常生活支援総合事
業 

認知症予防の実施 

早期発見 

理解促進 

適
切
な
支
援 

地
域
づ
く
り
の
推
進 

介護者支援の充実 

セミナー・フォーラムの実施 

ふれあいデイサービス 

ケアマネ
ジャー 

福祉事業所 

病院・薬局 

地域包括 
支援センター 

医療・介護連携 

自治会・町内会 

老人クラブ 

企業 

NPO 

家庭 

ご近所さん 
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出典：きたかみいきいきプラン(第８ 次北上市高齢者福祉計画・第７ 期北上市介護保険事業計画)より 

計画の基本方針の構造 
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重点的な取り組み 

出典：きたかみいきいきプラン(第８次北上市高齢者福祉計画・第７期北上市介護保険事業計画)より 

①多職種による医療と介護の連携強化 
 
 平成28年度に北上済生会病院内に開設した
「北上市在宅医療介護連携支援センター」を
連携拠点として、医療と介護が一体的に提供
できる環境の実現を目指します。 
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重点的な取り組み 

出典：きたかみいきいきプラン(第８次北上市高齢者福祉計画・第７期北上市介護保険事業計画)より 

②地域を支える住民活動の強化・地域を支え 
 る担い手の支援 
 
 介護予防・日常生活支援総合事業の「住民
主体の支え合い事業」の推進、「ご近所おた
すけサポーター」の養成等に取り組み、暮ら
しを身近で支える活動主体を地域に増やして
いきます。 
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重点的な取り組み 

出典：きたかみいきいきプラン(第８次北上市高齢者福祉計画・第７期北上市介護保険事業計画)より 

③住民が取り組む健康長寿に向けた活動の推進 
 
 「いきいき百歳体操」を題材として、地域づ
くりとして介護予防に取り組むための支援を行
います。  
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重点的な取り組み 

出典：きたかみいきいきプラン(第８ 次北上市高齢者福祉計画・第７ 期北上市介護保険事業計画)より 

 ④認知症高齢者を支えるための取り組み 
 
  「認知症サポーター養成講座」の開催を積 
 極的に進め、正しい知識の普及に努めます。 
  認知症初期集中支援チームの設置等、医療 
 と介護の連携による認知症の早期支援に取り 
 組みます。  
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北上市の要介護・要支援認定の状況 
(推移と推計) 
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出典:介護保険事業実績(各年９月実績)  
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出典：きたかみいきいきプラン(第８ 次北上市高齢者福祉計画・第７ 期北上市介護保険事業計画)より 

第７期計画の介護保険事業費の見込み   
 

 住み慣れた地域での暮らしを維持・サポートするために第
６期に比べて給付費の大幅な増加を見込んでいる。第７期計
画期間の３か年の総事業費見込額は24,496,647千円となり、
第６期計画と比べて11.0％の増加となる。 

 単位：千円 
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介護保険サービスの新規整備の見込み  
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出典：きたかみいきいきプラン(第８ 次北上市高齢者福祉計画・第７ 期北上市介護保険事業計画)より 

区分 保険料(年額) 
増加額 

＊カッコ内は平成29年度額 

第１段階 33,000円 5,700円 (27,300円) 

第２段階 47,600円 12,300円 (35,300円) 

第３段階 54,900円 11,500円 (43,400円) 

第４段階 65,900円 10,100円 (55,800円)  

第５段階  基準額  73,300円 11,300円 (62,000円) 

第６段階 87,900円 13,500円 (74,400円) 

第７段階 95,300円 14,700円 (80,600円) 

第８段階 109,900円 16,900円 (93,000円) 

第９段階 124,600円 19,200円 (105,400円) 

第10段階 139,300円 21,500円 (117,800円) 

第11段階 146,600円  22,600円 (124,000円) 

65歳以上の人(第１号被保険者の介護保険料)   

本
人
非
課
税 

本
人
非
課
税

＋ 

世
帯
課
税 

本
人
課
税 
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 その他① 介護人材の確保 

 

  ・介護人材養成補助金 

  ・介護人材確保推進補助金 
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出典：出典：きたかみいきいきプラン(第８ 次北上市高齢者福祉計画・第７ 期北上市介護保険事業計画) コラム⑧より 

介護人材の確保に関する事業 
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[内容] 
市内の養成施設の学生に対して、年額48万円を上限に補助金
を交付 
 
[対象者] 
対象者は、次のすべての項目を満たす方 
・市内の養成施設に入学した方 
・市内の事業所に就職希望の方 
・他の補助を受けていない方 
 
[平成29年度実績] 
８人 

 

出典：北上市介護人材養成補助金交付要綱 

介護人材養成補助金 
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[内容] 
市内の介護事業所で働く職員の奨学金返還に係る一部を補助 
＊補助対象者が当該年度に返還すべき金額の範囲内で、144,000円/年を限度 

 
[対象者] 
対象者は、次のすべての項目を満たす方 
 ・市内の事業所に５年以上就業予定の方 
 ・奨学金の貸与を受け、養成施設を修了した方 
 ・奨学金の返還が５年以上ある方 
 ・介護福祉士の資格を有する方 
 ・他の補助を受けていない方 
 
[利用実績] 
・平成28年度：１人 
・平成29年度：２人 

 

出典：北上市介護人材確保推進補助金交付要綱 

介護人材確保推進補助金 
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 その他② 来年度からの変更点 

   ・要介護認定期間の延長 

    ・訪問介護利用者負担額減額事業等の終了 

    ・負担割合、給付制限 
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出典：厚生労働省事務連絡 平成30 年4 月1 日以降の要介護認定制度等について (平成29年12月20日) 

平成30年４月１日申請分から一部の認定有効
期間が延長されます 

現在 平成30年４月１日申請 

新規(期限切れ新規) 最長12か月 最長12か月 

区分変更 最長12か月 最長12か月 

更新(要支援↔要介護) 

最長24か月 最長36か月 更新(要支援↔要支援) 

更新(要介護↔要介護) 

更新申請の認定有効期間が最長36カ月になります。 
ただし、更新であっても結果が「要介護１」で、状態像が「不安定な状態」 
の場合は、今まで通り最長12カ月です(審査会判断になります) 
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４月１日付の申請から適用となります。 

 
＊平成30年４月１日が休日の為、３月30日(金)提出であっ

ても申請日が４月１日であれば適用されます。 

更新認定の有効期間延長理由 
 

・更新申請の場合、24か月後においても要介 
 護度が変わらない人が６割 
・更新申請の認定有効期限の上限を延長し36  
 カ月まで可能に 
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出典：北上市訪問介護利用者負担額減額事業実施要綱  北上市訪問入浴車サービス利用者負担額減額事業実施要綱 

訪問介護利用者負担額減額事業等の終了 
 

[平成30年３月31日で終了となる事業 自己負担×0.4軽減] 
・訪問介護利用者負担額減額事業  
・訪問入浴車サービス利用者負担額減額事業  
 
[廃止理由] 
事業実施期間の終了による 
 
[留意点] 
・平成30年４月からは自己負担は１割になります(減額適用が  
 ない) 
・包括、居宅介護支援事業所、サービス提供事業所へ29北長  
 第2636号(平成30年３月１日)にて通知 
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[負担割合の変更 (平成30年８月から）]  
 
世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、２
割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする。 
 
 
 

負担割合・給付制限 

負担割合 

年金収入額等 340万円以上 ２割 → ３割 

年金収入額等 280万円以上 ２割 

年金収入額等 280万円未満 １割 

＊詳細な基準については、別途広報（６月頃）にて掲載予定 

[給付制限 (平成30年８月から）]  
 
 
 
 

現在 平成30年８月から 

給付制限該当者 ３割負担 給付制限該当者 ４割負担 

出典：地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により改正された介護保険法（平成30年８月施行） 
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 2 介護予防・日常生活支援総合事業の 

         実施状況、方針について 
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全国一律のサービスから、地域特性に応じた市町村独自のサービスへ 
多様な担い手・多様なサービス・多様な選択肢を目指す 

出典：総合事業ガイドライン 
   (厚生労働省) 

介護予防・日常生活支援総合事業の事業体系 
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出典：新しい総合事業の移行戦略 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 

総合事業ガイドラインの類型から考える「サービスづくり」と「地域づくり」 
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出典：新しい総合事業の移行戦略 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 

地域生活は専門職だけで支えることはできません 
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これからの地域の支えあいの構造 

おたが
いさま 

地域独自
のしくみ 

総合事業 
生活支援 

介護 
保険 

地域の支え合い(インフォーマル)と専門職による支援(フォーマル)を融合させていく。 
「おたがいさま」だけでは支えきれなくなったとき、どうやって地域の暮らしを
支えていくかが知恵の絞りどころ。多職種連携と地域連携の勘どころ。 

ご近所の見守り 
民生委員、福祉協
力員、ふれデイ、
自治活動など 

住民組織がＮＰＯ化 
地域限定の生活支援 
ご近所でサロン 

専門職に 
よるサービス 

新しい支え方を 
生み出す 

地域×専門職 

これまでの 
支え合い 

小地域ごとの 
先駆的な動き 

地域課題に応じた 
新しいしくみ 

持続可能な 
運営 
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34 

多様化 

標準化 

専門性 

高い 

小地域ネット 福祉協力員 

地域ＮＰＯ 

ふれデイ 

緩和型訪問・通所介護 
Ａ型サービス 

専門性 

低い 

短期集中 
機能向上プログラム 

(市内の多職種専門職で検討中) 

市内一律のしくみ・支えあいの基本 

地域課題・特性に応じた支えあい 

介護事業所による介護予防・生活支援 

専門職が連携した短期集中介護予防 

現行相当の 

訪問・通所介護 

専門職による支援 地域づくりとしての支援 

任意の 

住民グループ 

↑担い手は 
既存の組織又は新

しい組織 

住民主体の 

支え合い事業 

新 

新 
新 

地域の支え合い分布図 



健康長寿のための「３つの柱」 

より早期からのフレイル（虚弱）予防 

社会参加 
就労、趣味、役割 
ボランティア 

身体活動 
運動、身体活動 
(歩く・筋トレ) 

栄養 
バランスのよい食事 

お口の健康 

社会参加が健康長寿の秘訣 35 



出典：きたかみいきいきプラン コラム③ ＊サービスＣは検討段階であり実施方法については変更があり得るものです。 

北上市の総合事業の変更点 
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基準：年間継続受給者数 ４月から３月まで１年間継続してサービスを利用した人の人数 
   全国値 厚生労働省：平成28年度介護給付費等実態調査の概況 

年間継続受給者からみた重度化の状況 

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４　 要介護5

要支援１ 73.1% 10.9% 13.2% 1.1% 0.8% 0.8% 0.0%

要支援２ 14.4% 63.2% 15.5% 2.5% 2.5% 1.8% 0.0%

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４　 要介護5

要支援１ 67.6% 19.4% 9.7% 2.2% 0.7% 0.4% 0.1%

要支援２ 10.3% 67.2% 14% 6.2% 1.4% 0.7% 0.2%

平成28年

４月

平成28年

４月

平成29年３月

北上市

全国

平成29年３月

重度化率 
26.9％ 

重度化率 
32.5％ 

北上市においては 
重度化防止が一定の効
果を出している 

新たな要支援者が増え
る見込みの中では、重
度化しないための支援

がより必要 
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参考：新規申請者の認定結果推移 

24.03から25.02 25.03から26.02 26.03から27.02 27.03から28.02 28.03から29.02 29.03から30.02 

 要支援１ 230 270 268 273 296 369

 要支援２ 111 124 99 101 62 68

 要介護１ 250 205 193 231 214 190

 要介護２ 177 128 114 122 119 112

 要介護３ 113 78 79 100 69 58

 要介護４ 104 76 77 65 87 83

 要介護５ 80 51 50 45 60 42
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基準：３月から２月を期間とし過去６年分 新規申請者の介護認定結果を抽出(平成30年３月７日抽出) 

要支援１ 

要介護１ 

要介護２ 
 
 
要介護４ 
要支援２ 
要介護３ 
要介護５ 

要支援１の新規認定増加が顕著 
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参考：新規認定 要支援１ 年齢別の推移 

基準：新規申請者の要介護認定結果の推移(平成24年３月認定から平成30年２月認定までの６年間分)  
   要支援新規認定者1,706名の内、60歳から100歳での1,692名の分布 (年齢は認定日現在 30年３月７日抽出)  
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介護予防訪問介護のサービス移行状況  

基準：岩手県国保連合会請求データ 平成29年４月から平成30年１月提供サービス分より抽出 

4月  5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 

介護予防訪問介護 175 154 138 121 109 91 75 58 42 27

訪問型サービス（みなし） 10 26 38 52 72 85 82 95 111 118

訪問型サービス（独自） 0 0 0 0 0 1 24 31 33 35
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訪問介護 みなし 

独自 
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介護予防通所介護のサービス移行状況 

基準：岩手県国保連合会請求データ 平成29年４月から平成30年１月提供サービス分より抽出 

4月  5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 

介護予防通所介護 428 397 362 313 277 236 192 145 114 76

通所型サービス（みなし） 20 52 82 128 153 178 194 221 248 259

通所型サービス（独自） 11 16 26 34 41 64 95 113 120 120
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通所介護 
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運動器機能向上通所サービスの実施状況 

基準：岩手県国保連合会請求データ 平成29年４月から平成30年１月提供サービス分より抽出 

4月  5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 

通所型サービス（独自／定率） 0 0 1 8 10 11 11 12 14 21
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通所型サービス（独自／定率） 
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 3 介護予防・日常生活支援 

       総合事業の各事業内容について 

 

 

 3-1 制度改正等の動向、ＱＡの改訂 
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利用者負担割合の見直しについて(平成30年度検討) 

介護給付・介護予防給付では３割負担導入が決定されています
が、総合事業は市町村で導入を検討 44 



[国事務連絡(抜粋)] 
 
 今般、介護給付における訪問介護及び通所介護並びに予防給付における介護予
防支援の介護報酬改定を踏まえ、平成30 年度以降の総合事業の単価について、
加算を創設するなど、改正することとしました。 
 市町村は従来どおり、国が定める単価を上限として単価を設定することとなり
ますが、市町村における検討・準備のための期間を考慮し、単価改正は、平成
30 年10 月１日施行を予定しています。ただし、地域区分については、職員の
人件費を直接勘案しているものであることに鑑み、平成30 年４月１日施行とす
る予定です。 

出典：介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単価」について 
    平成30年２月９日 厚生労働省老健局振興課地域包括ケア推進係 事務連絡  

介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単価」について 

北上市では、平成30年４月１日施行で改正になる部分はありません。 
 

平成30年10月１日施行については国動向を踏まえながら 
今後、詳細を検討します。 
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 3-1 ＱＡの改訂  

  
 「要支援２週１回利用の介護予防通所介護サービス」の請求 
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要支援２週１回利用の介護予防通所介護サービス 

50 

[質問] 
要支援２で週１回利用の場合に、週１回の請求
コードを利用して良いか。 

[回答] 
平成30年４月提供サービス分の介護予防通所介護
サービスから、「提供事業所側の都合等」による
要支援２週１回利用の者については、「要支援２
（週１回程度）1,647単位/月」での請求を可能と
する。 
＊サービスコード：Ａ６ 1221 通所型独自サービス/22  



 
 

出典：通所型サービス請求サービスコード 市ホームページ掲載あり 

51 

[現状その１] 
みなし(Ａ５)と市独自(Ａ６)で要支援２週１回利
用に対する請求コードが異なる。 
 
Ａ５(国)  ：要支援２(５～８回/月)389単位/回 
          →回数での請求コードあり 
 
Ａ６(市独自)：要支援２(週１回)1,647単位/月 
          →月額請求コードあり 
           ＊要支援１と同単価 
           ＊回数コード無し 
 

 



 
 

出典：平成27年４月の新しい総合事業等改正介護保険法施行に係る事業所指定事務等の取扱いについて 
   (国通知 平成27年２月24日) 

52 

[現状その２] 
 Ａ５(国)で回数単位が追加された趣旨は、包括報酬という単位では
対応することができない場合に活用すること想定。 
 
 →市町村独自サービスとの柔軟な組み合わせができる様に設定され 
  たもの。 
 
 

 [現状その３] 
 北上市ではＡ６(市独自)において「要支援２(週１回)1,647単位/月」を
設定しているが、これは運動器機能向上通所サービスとの併用を想定して
おり、提供事業所に対する請求額の抑制を目的とはしていない。 
 
 →しかし、要支援２であって週１回利用である者は少なからず存在。 
  提供事業所側において定員超過であること等を理由に受け入れを断っ 
  ている事例もある。 
 
  
 

 



 
 

出典：平成28年度給付実績 介護予防通所介護(平成28年４月から平成29年３月 国保連請求実績より市で試算) 

53 

[数値１：平成28年度 介護予防通所介護の実績(利用回数) ] 
 
 

 ＊延べ人数集計、月単位で１人と、 
 12か月利用は12人とカウントする。 

 

 

全体の11％が要支援２
で月１～４回利用 

利用回数/月 １～４ ５以上 １～４ ５以上

延べ人数 602 1487 2491 810 5390

延べ総数比 11% 28% 46% 15% 100%

要支援２ 要支援１
延べ総数

11% 
(支２ １～４回) 

28% 

(支２ ５回以上) 

46% 

(支１ １～４回) 

15% 

(支１ ５回以上) 



 
 

出典：平成28年度給付実績 介護予防通所介護(平成28年４月から平成29年３月 国保連請求実績より市で試算) 
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[数値２：損益額(参考)] 
 
 

 

＊延べ人数集計、月単位で１人と、12か月利用は12人とカウントする。 

 

 

①要支援２　基本単位 ②要支援１　基本単位 ③収入減単位（①-②） ④収入減額（③×10円）

602 2,032,954 991,494 1,041,460 10,414,600

利用回数

１～４回
3,377 1,647 1,730 17,300

要支援２
収支額

利用回数/月 １～４ ５以上 １～４ ５以上

延べ人数 602 1487 2491 810

延べ総数比 11% 28% 46% 15%

要支援２ 要支援１ すべての「支２週１回利用者」
を支１の報酬単価にすると全体
で１千万円の事業所収入減 
 
→今回のＱＡについては「事業
所都合等」による場合の取扱い
に限定する。 



インフォーマルサービスだけを利用した方の介護予防ケアマネジメント  

 

Ｑ：インフォーマルサービスのみの利用であっても、介護予防ケアマネジメント 

  (ケアマネジメントＣ)は請求できますか？ 

 

Ａ：請求できます。 

   

  [介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン Ｐ68] 

   ケアマネジメントの結果、一般介護予防事業や民間事業のみの利用となり、その 

  後のモニタリング等を行わない場合についても、アセスメント等のプロセスに対し 

  て、ケアマネジメント開始月分のみ、事業によるケアマネジメント費が支払われる。 

 

Ｑ：インフォーマルサービスのみの利用であっても、介護予防ケアマネジメント(ケアマ 

  ネジメントＡやＢ)は請求できますか？ 

Ａ：請求できます。 

  ＊平成30年３月２日 岩手県より厚生労働省確認 
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 3 介護予防・日常生活支援総合事業の 

            各事業内容について 

 

 3-2 介護予防ケアマネジメント 
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事業対象者 

3% 

要支援１ 

69% 

要支援２ 

28% 

基準：平成30年２月28日現在 高齢者実態調査抽出データによる 

要支援認定者・事業対象者の状況 

認定者数 

事業対象者 41  

要支援１ 835  

要支援２ 343  

要介護認定者 3,293  

総計 4,512  

事業対象者(チェックリ
スト対象者)は要支援認

定者全体の３％ 

総合事業により新しく
新設された認定基準 

Ｎ＝1,219 
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利用者区分 ケアマネジメント 支給限度額(月)

事業（訪問介護）

事業（通所介護）

事業（訪問介護）

事業（通所介護）

介護予防支援
10,473単位給付＋

事業（訪問介護と通所介護）

介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメント

サービス利用パターン例

事業対象者

事業（訪問介護）のみ

介護予防ケアマネジメント

＊住民参加型（支え合い訪問介護、支え合い通所介護）は給付管理には含まれません。

5,003単位事業（通所介護）のみ

事業（訪問介護と通所介護）

要支援１

給付のみ

介護予防支援
5,003単位給付＋

事業（訪問介護と通所介護）

要支援２

給付のみ

参考 
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基準：平成30年２月28日現在 高齢者実態調査抽出データによる 

事業対象者(41名)の状態 

該当基準 項目数 状態 該当数 割合 

1 No1～20までの20項目のうち10項目以上に該当 複数項目に支障 12 12% 

2 No6～10までの５項目のうち３項目以上に該当 運動機能の低下 23 22% 

3 No11～12までの２項目のすべてに該当 低栄養状態 0 0% 

4 No13～15までの３項目のうち２項目以上に該当 口腔機能の低下 10 10% 

5 No16～17までの２項目のうちNo16に該当 閉じこもり 12 12% 

6 No18～20までの３項目のうちいずれか１項目以上に該当 認知機能の低下 28 27% 

7 No21～25までの５項目のうち２項目以上に該当 うつ病の可能性 18 17% 

0
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30

複数項目に支障 

運動機能の低下 

低栄養状態 

口腔機能の低下 閉じこもり 

認知機能の低下 

うつ病の可能性 

 基本チェックリストで該当に
なった方の内、認知機能の低下で
該当している方が27％。運動機能
の低下で該当している方が22％と
なっています。 
 
 ＊複数項目に該当する場合もあ   
  る為、該当数と事業対象者数 
  は一致しません。 
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参考 チェックリスト 
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介護予防ケアマネジメントの件数は増加し
ているが、事業対象者(チェックリストで
の認定者は微増に留まる) 

介護予防ケアマネジメントの移行状況 ① 

基準：岩手県国保連合会請求データ 平成29年４月から平成30年１月提供サービス分より抽出 

4月  5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 

介護予防ケアマネジメント 23 54 87 137 170 215 251 295 329 358

介護予防支援 754 731 703 656 629 588 561 519 481 442

合計 777 785 790 793 799 803 812 814 810 800
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求
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合計 

マネジメント 

予防支援 
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介護予防ケアマネジメントでサービスを利
用しているが、要支援認定を受けている方
が過半数(92％ ｎ＝329) 

介護予防ケアマネジメントの移行状況 ② 

基準：岩手県国保連合会請求データ 平成29年４月から平成30年１月提供サービス分より抽出 

4月  5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 

介護予防ケアマネジメント 23 54 87 137 170 215 251 295 329 358

事業対象者 1 1 3 6 12 16 14 16 18 29

要支援１ 16 32 56 93 111 138 166 197 217 230

要支援２ 6 21 28 38 47 61 71 82 94 99
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介護予防ケアマネジメント 合計 

事業対象者 

要支援２ 

要支援１ 

事業対象者への積極的な移行についての
仕組み作りが必要 
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ケアマネジメントＡ
（原則的な 
ケアマネジメント） 

ケアマネジメントＢ
（簡略化した 
ケアマネジメント） 

ケアマネジメントＣ 
（初回のみの 
ケアマネジメント） 

該当サービス （総合事業の） 
予防訪問介護 
予防通所介護 
運動器機能向上通所 

  支え合い訪問介護 
  支え合い通所介護 
  インフォーマルサービス 

介 
護 
予 
防 
ケ 
ア 
マ 
ネ 
ジ 
メ 
ン 
ト 

アセスメント 〇 〇 〇 

原案作成 〇 〇 簡略様式 

担当者会議 〇 省略 省略 

説明・同意 〇 〇 〇 

決定・交付 
〇 〇 〇 

モニタリング 
（支援経過確認） 
 
 
＊状況確認は電話や訪問 

・自宅面接１回/３月 
・状況確認１回/月 

・自宅面接１回/年 
・状況確認１回/３月 

状況確認１回/３月 
（支援状況に応じて
減らすことも可能） 

評価 
（目標到達の確認） 

〇 〇 〇（初回評価のみ） 

参考：介護予防ケアマネジメント 
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 3 介護予防・日常生活支援 

       総合事業の各事業内容について 

 

 3-3 現行相当サービス  

   指定事業所 
(平成30年３月現) 

総計 

市内事業所 市外事業所 

予防訪問介護(Ａ２) 15 12 3 

予防通所介護(Ａ６) 23 19 4 

運動器機能(Ａ７) 4 4 0 
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総合事業【訪問型サービス】 

65 

※国のガイドライン抜粋 



総合事業【通所型サービス】 

66 

※国のガイドライン抜粋 



利用者区分 ケアマネジメント 支給限度額(月)

事業（訪問介護）

事業（通所介護）

事業（訪問介護）

事業（通所介護）

介護予防支援
10,473単位給付＋

事業（訪問介護と通所介護）

介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメント

サービス利用パターン例

事業対象者

事業（訪問介護）のみ

介護予防ケアマネジメント

＊住民参加型（支え合い訪問介護、支え合い通所介護）は給付管理には含まれません。

5,003単位事業（通所介護）のみ

事業（訪問介護と通所介護）

要支援１

給付のみ

介護予防支援
5,003単位給付＋

事業（訪問介護と通所介護）

要支援２

給付のみ

給付管理 
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総合事業の日割り計算 

 

・総合事業の「日割り計算のルール」は、 

 予防給付とは違います(ルールが細分化) 

 

・総合事業の日割り計算の起算日に「契約 

 日、契約解除日など」が追加されました。 

 

・総合事業の利用者については契約日等を 

 提供事業所に確認する必要があります。 
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開始の起算日 

 

 

69 出典：介護保険事務処理システム変更に係る参考資料（その5）（平成30年3月6日事務連絡） 



終了の起算日 

70 出典：介護保険事務処理システム変更に係る参考資料（その5）（平成30年3月6日事務連絡） 
  



総合事業 日割り 例① 
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日割り 例② 
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日割り 例③ 
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日割り 例④ 
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 住所地特例① 

住所地特例者を受け入れている事業所は、請求先に注意が必要 

北上市が定める額 Ａ市に請求
Ａ市が保険者の人

が北上市に居住
北上市が指定

北上市が保険者の

人がＡ市に居住
Ａ市が指定 Ａ市が定める額 北上市に請求

支払方法の区分

国保連経由の支払

サービスを受けられる事業所 費用の額 費用負担

施設所在

市町村が指定

施設所在

市町村が定める額
保険者市町村
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住所地特例② 
住所は市外、居住実態は北上市の場合など 

北上市に居住しているものの、「住民登録地」や「介護保険の保険者」が北上
市ではない場合には、基本チェックリストの提出先や総合事業サービスの利用
有無が変わります。 

A 北上市 北上市

他市町村

北上市

他市町村

＊Ｄに該当する場合は、保険者により取り扱いが異なる場合がありますので、対象者の保険者である市町村に必ず相談を行ってください。

B

C

D 他市町村
サービス提供事業者が保険者市町村の総合事業

にかかる指定をうけている場合のみ利用可

パターン

住所地：北上市

保険者：北上市

住所地：北上市

保険者：他市町村

（他市町村の住所地特例）

住所地：他市町村

保険者：北上市

（北上市の住所地特例）

住所地：他市町村

保険者：他市町村

請求先

他市町村

北上市

利用可

（市から他市町村へ送付）

施設所在地の市町村へ提出。事業の利用可否は他市町村の実施状況による。

（住所地特例による他市町村の施設居住者以外に、このパターンが生じることはありません。）

北上市

他市町村

介護予防ケアマネジメント依頼届

（基本チェックリストの提出先）
総合事業の利用可否

北上市 利用可

指定先
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・介護予防訪問介護（通所）の提供に係る契約 

 は「介護予防給付の提供」事項なので、総合 

 事業の提供に変更する必要があります。 

 
【契約書等 記載例】 

変更前：介護予防訪問介護・介護予防通所介護 

変更後：介護予防・日常生活支援総合事業に基づく 

        介護予防訪問（通所）介護サービス 

 
＊契約書のひな形は市ホームページ掲載あり。 

 

 

 

契約書・重要事項説明書 
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総合事業は「介護予防給付」とは別のサービスです。このため  法人の定款等の変更や事
業所の運営規程及び重要事項説明書の作成等が必要です。 

 

規程例 

介護保険法に基づく第１号訪問事業  

介護保険法に基づく第１号通所事業  

介護保険法に基づく第１号事業（介護予防・生活支援サービス事業） 

 

※従来の「介護予防訪問介護」・「介護予防通所介護」については、平成30年３月31日ま    

  で実施する可能性があるため、それまでは定款等から削除しないでください。 

※平成27年３月までに指定された事業所については、平成30年３月31日までは「みなし 

  指定」の対象となっているので、総合事業の指定申請をする際に変更してください。 

※平成27年４月以降に指定を受けた事業所については、「みなし指定」の対象ではありま 

  せんので、新総合事業を行う場合には、指定申請までに変更してください。 

※定款等の変更に当たっては、所管する行政機関がある場合、事前に確認が必要です。 
 

定款及び運営規程 
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社会福祉法 
 
（定義）  
第二条  この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。  
四  老人福祉法 に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事
業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法 に規定する老人デイサービスセンター、老人
短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業 
 
老人福祉法 
（定義）  
第五条の二  この法律において、「老人居宅生活支援事業」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期
入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業をいう。  
 
３  この法律において、「老人デイサービス事業」とは、第十条の四第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法 の規定
による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サー
ビス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める
者（その者を現に養護する者を含む。）を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、これらの者に
つき入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業又は同法
第百十五条の四十五第一項第一号 ロに規定する第一号 通所事業（以下「第一号通所事業」という。）であつて厚生労働省
令で定めるものをいう。  
 
老人福祉法施行規則 
（法第五条の二第三項 等に規定する厚生労働省令で定める第一号 通所事業）  
第一条の三の二  法第五条の二第三項 及び第二十条の二の二 並びに令第二条第二号 及び第三号 に規定する厚生労働省令
で定める第一号 通所事業は、介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号 に該当する市町村が定める基準に従い指
定事業者により行われる介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号 ロに規定する第一号 通所事業とする。 

定款：社会福祉法・老人福祉法における総合事業(介護予防通所)の名称 
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老人福祉法 
 
（定義）  
第五条の二 
  この法律において、「老人居宅生活支援事業」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、
小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業をいう。 
  
２  この法律において、「老人居宅介護等事業」とは、第十条の四第一項第一号の措置に係る者又は介護保険法 （平成九
年法律第百二十三号）の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しく
は夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者の居宅
において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与す
る事業又は同法第百十五条の四十五第一項第一号 イに規定する第一号 訪問事業（以下「第一号訪問事業」という。）であ
つて厚生労働省令で定めるものをいう。 

定款：社会福祉法・老人福祉法における総合事業(介護予防訪問)の名称 
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 参考：保険証への記載 

基本チェックリストで事業対象者と認定された場合
は「事業対象者」と記載されます。 
 
＊有効期限はありません 
＊状態悪化の場合は要介護区分認定の申請を検討 
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 3 介護予防・日常生活支援 

       総合事業の各事業内容について 

 

 3-4 運動器機能向上通所サービス 

     【通所型サービスＡ】 
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運動器機能向上サービスの特徴 

• 機能訓練を中心としたデイサービス 

• これまでのデイサービスと比較して、人
員基準が緩和されている 

• 看護師、生活支援相談員は必置ではない 

• 機能訓練指導員若しくは健康運動指導士、
健康運動実践指導師は必置 

• 身体介護は行わない 

• 一回単価 
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運動器機能向上通所サービス 一覧 

No 事業者番号 事業所名称 申請（開設）者名 

1 03A0600028 日高見中央クリニック 医療法人社団  敬和会 

2 03A0600010 しんまちトレーニングパーク 株式会社 エキスパート 

3 03A0600036 コナミスポーツクラブ北上 北上都心開発株式会社 

4 03A0600044 まごころ運動クラブ 医療法人社団 敬和会 

出典：平成30年３月８日現在の一覧 市ホームページ掲載あり 
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 １回当たりの金額 
 （負担割合１割の場合） 

 
 

利用料 

 
 

報酬 

 
 

合計 

事業対象者 
要支援１ 

送迎なし 160円 
送迎片道 207円 
送迎往復 254円 

     1,440円 
     1,863円 
     2,286円 

     1,600円 
     2,070円 
     2,540円 

事業対象者 
要支援２ 

     165円 
     212円 
     259円 

     1,485円 
     1,908円 
     2,331円 

     1,650円 
     2,120円 
     2,590円 

事業費 

[備考] 
・負担割合２割、給付制限対象者、被災者減免の方は利用料等が上記と異なります。 
・利用料、報酬は市が定めた基準で実施する必要があります。 
 
[利用回数の制限] 
事業対象者、要支援１        ： 週１回程度(月５回まで) 
事業対象者、要支援２、       ： 週２回程度(月10回まで) 

利用料金 報酬 
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人員基準 

管理者 
 

常勤専従 １名以上 
 ・管理者は、支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所   
  等の職務に従事可能  

従事者 
 

従事者 利用者：～10人 常勤専従１名以上 
    利用者：11人～ 利用者１人につき常勤専従0.2名以上 
     [例] 利用者 11人～15人 ２名+１名＝３名 
            16人～20人 ３名+１名＝４名 
            21人～25人 ４名+１名＝５名 
＊機能訓練指導員等は定員10名以上でも最低１名いれば良い 

③機能訓
練指導員
等 

常勤専従、１名以上必要 
 機能訓練指導員等 
 ・機能訓練指導員 
 ・健康運動指導士 
 ・健康運動実践指導者 

備考 ・利用者の提供グループごとに職員配置が必要 
 [例]ＡグループとＢグループが別々のフロアで同時に実施 
   →Ａ、Ｂそれぞれに基準を満たした職員配置が必要 

フロアには常時ス
タッフが２名以上い
ることになる。 

人員基準 
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参考：人員基準(定員10名以下) 

事業者 

 
 
   

機能訓練指導員等 
常勤専従１名以上 

 常勤専従 １名以上 

従事者 管理者 

従事者 １名以上 

イメージ 
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事業所の基準（人員） 

・機能訓練指導員 
日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能
力を有する者です。この能力を有する者とは、理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ師の資
格を有するものです。 
 
・健康運動指導士 
健康運動指導士とは、保健医療関係者と連携しつつ安全で効果的な運
動を実施するための運動プログラム作成及び実践指導計画の調整等を
行う役割を担う者です。 
 
・健康運動実践指導者 
健康運動実践指導者とは、積極的な健康づくりを目的とした運動を安
全かつ効果的に実践指導できる能力を有すると認められる者です。 
 
＊健康運動指導士及び健康運動実践指導者は公益財団法人健康・体力  
 づくり事業財団により認定されるものです。 
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 事業所の基準（設備） 

設備基準 

提供場所の面積 ３㎡ × 利用定員以上 
 
・食堂、機能訓練室、静養室、相談室をそれぞれ設けること  
 は必要としない。 
・サービス提供を目的とした使用が想定されないスペースは  
 面積要件から除外 
 
建築物の用途について 
 →指定申請の際に建築基準法に適合していることを証する 
  書面の提出が必要(用途変更等が必要な場合あり) 
  ・検査済み証、確認済証 

防火等の対策 消火設備、その他の非常災害に必要な設備を整えていること 
 →北上消防署に確認が必要 
 →指定申請の際に消防法等の基準に適合・消防法に基づく「検 
  査済証」又は「防火対象物使用開始届」の写し 

その他備品 運動器機能向上通所サービスの提要にあたって、必要となる備品
が整えられていること 
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参考：事業所の基準（設備） 

北上市指定運動器機能向上通所サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準要綱 

（設備及び備品等） 
第８  事業所は、事業を運営するために必要な広さを有する専用の区画を有するほか、消火設備その他の非 
 常災害に際して必要な設備並びに指定機能向上サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えな 
 ければならない。 
２ 事業を運営するために必要な広さを有する専用の区画は、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積  
 以上とする。 
３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定機能向上サービスの事業の用に供するものでなければならない。 
 ただし、利用者に対する指定機能向上サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。 
４ 前項ただし書の場合（事業者が第１項の設備を利用し、夜間及び深夜に指定機能向上サービス以外の
サービスを提供する場合に限る。）には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け
出るものとする。 
５ 事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指  
 定機能向上サービスの事業と指定通所介護の事業又は指定介護予防通所介護サービスが同一の事業所にお 
 いて一体的に運営されている場合にあっては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する 
 基準第95条第１項から第３項 まで、若しくは指定介護予防訪問介護サービス又は指定介護予防通所介護 
 サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準要綱第46第１項から第３項までに規定する設備に関する基 
 準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなす。 
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  3 介護予防・日常生活支援 

       総合事業の各事業内容について 

 

 

 3-5 支え合い訪問介護、通所サービス 

       【サービスＢ(住民主体による支援)】 
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支え合い訪問・通所介護サービス事業費補助金 
【訪問型・通所型サービスＢ(住民主体による支援)】 

●実施団体の基準 
 地域住民を主体に構成された任意団体、特定非営利活動法人等 
●事業対象者 
 要支援１・２認定者、チェックリスト該当者 ※事業対象者以外が参加することも可 
【訪問型】 
 事業内容 
  利用者の自宅に訪問して、ごみ出し、買い物同行、買い物代行、散歩の同行 
 補助金の額 
  
 
   
 

 
 
【通所型】 
 事業内容 
  公民館・集会所・地域の空きスペース・個人宅等で行う、機能訓練やレクリ 
  エーション、認知症予防や介護予防につながる活動 
 補助金の額 
 
 
 

 
 補助対象経費 
  報償費(支援者、講師等)、消耗品費、会場借上料、保険料等 

区分 補助基準額(１回あたり) 

事業対象者である利用者10人以下 5,000円 

事業対象者である利用者11人以上 7,000円 

区分 算定区分 補助基準額 補助金額 

ごみ出し 
１回あたり 300円 200円 

１月あたり上限 2,400円 1,600円 

買い物 
散歩の同行 

１回あたり 1,200円 900円 

１月あたり上限 4,800円 3,600円 

実施団体を随時募集中 

歩いていける 

地域のかよいの場 

づくり 
ご近所さんの 

ちょっぴり暮らし
のおてつだい 

事業所と地域住民が連携した 
事業づくりもできます 
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●訪問型
事業対象者(要支援１・２、チェックリスト該当者)の方が利用できます。

№ 実施団体名 所在地 対象者 活動日時 サービス内容 連絡先

1 サロンきずな会
コミュニティーサロンきずな

(本通り２丁目1-13)

市内全域

応相談

毎日

時間は応相談

ごみ出し　　　100円／回

買い物代行　300円／回

散歩同行　　300円／回

NPO法人日本地域振興ネット協会

担当／鈴木　☎72-6098

●通所型
事業対象者(要支援１・２、チェックリスト該当者)の方に限らず、どなたでも参加できます。

№ 実施団体名 場所 参加対象者 開催日 内容／参加費 連絡先

1 サロンきずな会
コミュニティーサロンきずな

(本通り２丁目1-13)

市内の方

どなたでも

月～土曜日

10:00～16:00

いきいき百歳体操、茶話会、各種教室

100円／回

NPO法人日本地域振興ネット協会

担当／鈴木　☎72-6098

2 らくらく健康クラブ

ねまーれ日高見

(北鬼柳22-46

　日高見中央クリニック内）

市内の方

どなたでも

月・火・木・金曜日

9:30～11:30

いきいき百歳体操、茶話会など

100円／回

らくらく健康クラブ

担当／菊池　☎090-5183-6100

(運営支援：医療法人社団敬和会)

3 生協団地お元気会
生協団地公民館

(立花26-14-23）
地域住民

毎月第４水曜日

10:00～13:00

出前講座、転倒予防講座、子供会との交

流、おしゃべり会など

100円／回

生協団地お元気会

担当／髙橋　☎63-5150

4 あすの黒岩を築く会
黒岩わくわく夢工房

(黒岩16-26-1)
地域住民

毎月第３木曜日

13:00～

お茶っこ飲み会、年間事業計画あり

参加費無

NPO法人あすの黒岩を築く会

担当／小田島　☎64-7528

5 高屋沢Ｂ級班
高屋沢集会所

(村崎野・高屋沢住宅内)
地域住民

木曜日

9:30～

ぬり絵(第１木曜日)

いきいき百歳体操(第１木曜日以外)

参加費無(イベント開催時200～300円)

高屋沢Ｂ級班

担当／伊藤

6 手風琴笑ごまの会
手風琴

(本通り３丁目2-37)

市内の方

どなたでも

毎月第１日曜日

14:00～16:00

うたごえ

1,000円(１ドリンク付き)／回

手風琴

担当／後藤　☎63-3661

実施状況一覧 
(平成30年２月末現在) 
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専門職と地域をつなぐツールづくり 

●地域を知るツール 

 ケアマネジャー等の支援者が、地域のインフォーマル資源を知るた
めのツールとして、『(仮称)支援者のための地域資源ガイドブック』
を発行予定です。 
 

●人を知る場 

 地域ケア会議として、市内の16地区単位で「(仮称)地域の井戸端会
議」を開催予定です。各地域に所在する事業所さんにもご案内するこ
とがありますので、よろしくお願いします。 

地図

（１）基本情報（平成29年9月末）

区分 数値

面積 437.6 K㎡

総人口 92,870 人

人口密度 212.2 人/K㎡

高齢者人口
（高齢化率）

24,621
(26.5)

人
(％)

一人暮らし
高齢者数

4,690
（19.0）

人(施設入居含)

(％)

要支援認定者数
（認定率）

1,189
(7.1)

人
(％)

要介護認定者数
（認定率）

3,369
(13.7)

人
(％)

（２）圏域と包括支援センター（平成29年9月末）

番号 圏域名 担当包括

① 黒沢尻東・黒沢尻西 本通り

② 黒沢尻北
いいとよ

③ 飯豊

④ 二子・更木・黒岩
展勝地

⑤ 立花・口内・稲瀬

⑥ 相去・鬼柳 北上中央

⑦ 江釣子
わっこ

⑧ 和賀

（３）圏域内の地域資源（平成29年9月末）

① 介護サービス

資源 数量

居宅介護支援 22ヶ所

居宅系サービス 21ヶ所

施設系サービス 35ヶ所

地域密着型 42ヶ所

② 医療サービス

資源 数量

病院・診療所 58ヶ所

歯科医院 40ヶ所

薬局 45ヶ所

③ 住民自治

資源 数量

自治公民館 251館

ふれあいデイサービス 138か所

老人クラブ会員 3,864人

小地域ネットワーク 324ネット

いきいき百歳体操
実施団体

34団体

①黒沢尻
東・西

②黒沢尻北

③飯豊 ④二子・更木・黒岩

⑤立花・口内・稲瀬

⑥相去
鬼柳

⑦江釣子

⑧和賀
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  3 介護予防・日常生活支援 

       総合事業の各事業内容について 

 

 

  3-6 一般介護予防事業、地域ケア会議 
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     ふれデイ 
 
 
 
 

地
域
資
源
・
地
域
内 
 

通
所
・
施
設

サ
ー
ビ
ス 

急性期・回復期リハ 生活期リハ 

病院 

入所 
施設 
リハ 

通所 
リハ 

訪問 
リハ 

健康 
前虚弱 

(プレフレイル) 虚弱 
(フレイル) 身体機能障害 

(要介護) 

虚弱度 

一般介護予防事業の新規取り組み 

フレイルの段階 

【第１段階】 
社会性/心のフレイル

期 

【第２段階】 
栄養面のフレイル

期 

【第３段階】 
身体面のフレイル

期 

【第４段階】 
重度介護期 健康 

(参考:健康長寿ネットHP，長寿科学振興財団） 

参考：65歳以上人口／24,369人 うち要介護認定者／4,495人（要支援1,141人、要介護3,354人）Ｈ29.3月現在 

 
健康づく
り教室 
スポーツ 
クラブ 

B型 

百歳 
体操 

地域 
介護予
防教室 

 

運動器
Ａ型 

 

介護予防
通所介護 

セルフケア 

短期集中 
プログラム
（一般介護予防

事業） 

新 

複合的に集中して
セルフケア定着を

支援する 



多職種によるアセスメント会議 新 

実施主体：北上市 
 
目的：自立支援・重度化防止に資するケアマネジメントの 
    実践のため 
 
内容： ○高齢者への適切な支援及び支援体制に関する検討 
      を行う。（会議で検討するケースの選定方法は調整中） 
     ○潜在ニーズや予後予測について、多職種が多角的に 
      アセスメントを行う。 
     ○支援者が一堂に会し、アセスメントを統合し、サービス 
       実施に活かす。 
     ○状態像に合わせて、自立支援に資する資源活用につい 
      て情報提供を行う。 
     ○年間計画を示し、定期的に開催予定。 
      
 
 
 



 

  

 

質 疑 
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